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中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

共
済
契
約
者
か
ら
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
（
以
下
「
住
所
等
」
と
い
う
。
）
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
等

に
は
、
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
共
済
契
約
者
に
対
し
、
共
済
契
約
者
証
票
を
交
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
共
済
契
約
者
証
票
の
交
付
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
八
条
関
係
）

二

機
構
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
住
所
等
の
変
更
の
確
認
を
行
う
こ
と
に
同
意
し
た
共
済
契
約
者
に
つ
い
て
は
、
機
構
へ
の

住
所
等
の
変
更
の
届
出
を
不
要
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
四
条
第
一
項
関
係
）

第
二

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
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